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１ はじめに 

 

（１）趣旨 

平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改

正され、各教育委員会において、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況につ

いて、点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、

公表することが義務付けられました。 

このことを受け、湧別町教育委員会は効果的な教育行政の推進に資すると

ともに、町民の皆様への説明責任を果たすため、教育委員会の事務の管理及び

執行状況について、点検・評価を行い、学識経験者の意見を付して報告書を作

成・公表しております。 

 

（２）点検・評価の対象 

点検・評価の対象は、教育委員会の活動状況等の点検のほかに、令和５年度

教育行政執行方針に掲げられた主要な事業の実施状況について点検・評価を

行いました。 

 

（３）点検・評価の流れ 

「教育委員会会議の活動状況」等については、教育委員会会議の開催状況や

会議に付議された案件等について、項目別に点検を行うとともに、委員が出席

した会議等の点検を行いました。 

「点検・評価報告書」については、「令和５年度教育行政執行方針」に掲げ

られた主要な事業の内容、事業成果、自己評価及び今後の課題と方策を所管課

が作成するとともに、点検・評価の客観性を確保するため、点検・評価の方法

や結果などについて学識経験を有する方からのご意見を聴取しています。 
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【参考】 

 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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２ 教育委員会の活動状況 

 

（１）教育委員会会議の開催及び審議状況 

  湧別町教育委員会の会議は原則として、毎月１回の「定例会」と、必要に応

じて開催する「臨時会」があり、令和５年度は、合計１３回の会議を開催しま

した。 

  この会議において、教育行政の基本方針の決定、教育に関する規則の制定な

ど、様々な議題について審議等を行っております。 

期 日 付議案件等（○～報告、□～議案、△協議） 

R5.4.28 

【定例】 

□湧別町教育支援委員会委員の解職及び委嘱について 

□学校運営協議会を設置する学校の決定について 

□学校運営協議会委員の解任および任命について 

□湧別町学校給食センター運営委員の解嘱及び委嘱について 

□湧別町社会教育委員の委嘱について 

□湧別町図書館協議会委員の任命について 

□令和５年度奨学生の決定について 

R5.5.26 

【定例】 

〇第３８回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンの開催について 

□湧別町相互交流事業ニュージーランド・セルウィン町派遣事業

参加者の決定について 

□湧別町立学校における教職員のハラスメント防止等に関する要

綱の一部を改正する要綱の制定について 

□令和５年度湧別町社会教育推進計画の策定について 

□令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

□令和５年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

R5.6.15 

【定例】 
□令和５年度教育費予算の補正について 

R5.7.27 

【定例】 

〇湧別地区義務教育学校体育館増築工事（建築主体工事）請負契約

の締結について 

〇湧別地区義務教育学校体育館増築工事（電気設備工事）請負契約

の締結について 

〇湧別地区義務教育学校体育館増築工事（機械設備工事）請負契約

の締結について 

〇上湧別地区義務教育学校校舎増築工事（建築主体工事）請負契約

の締結について 

〇上湧別地区義務教育学校校舎増築工事（電気設備工事）請負契約

の締結について 

〇上湧別地区義務教育学校校舎増築工事（機械設備工事）請負契約
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期 日 付議案件等（○～報告、□～議案、△協議） 

の締結について 

〇上湧別地区義務教育学校開設準備委員会の設立について 

R5.8.8 

【定例】 

〇教育財産の取得について 

〇教育財産の取得について 

□令和５年度教育費予算の補正について 

□令和６年度に小学校及び義務教育学校前期課程において使用す

る教科用図書の採択について 

□令和６年度に中学校及び義務教育学校後期課程において使用す

る教科用図書の採択について 

□令和６年度に使用する教科用図書のうち学校教育法附則第９条

に規定する教科用図書の採択について 

△令和５年度全国学力・学習状況調査の結果公表について 

R5.9.7 

【定例】 

〇上湧別地区義務教育学校開設に係る協議経過について 

〇車両事故について 

□湧別町部活動地域移行検討委員会設置要綱の制定について 

□学校運営協議会委員の任命について 

□令和４年度教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書

（案）について 

□令和５年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

R5.10.26 

【定例】 

〇教育委員会委員の任命の同意について 

〇令和５年度全国学力・学習状況調査の結果の公表内容について 

□湧別町立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

□湧別町立学校養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及び

その例並びに職務の遂行に関する要綱の制定について 

□湧別町部活動地域移行検討委員会委員の委嘱について 

R5.11.22 

【定例】 

〇上湧別地区義務教育学校開設に係る協議経過について 

□湧別町学校給食センター運営委員の委嘱について 

□令和５年度準要保護児童の認定について 

R5.12.8 

【定例】 
□令和５年度教育費予算の補正について 

R6.1.18 

【定例】 

□湧別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱の一部を

改正する要綱の制定について 

□湧別町通学路交通安全プログラムの改訂について 

□令和６年度教育委員会関係当初予算について 

R6.2.28 

【定例】 

〇上湧別地区義務教育学校開設に係る協議経過について 

□湧別町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則の制定につ
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期 日 付議案件等（○～報告、□～議案、△協議） 

いて 

□湧別町奨学金奨学生の選定基準の一部を改正する基準の制定に

ついて 

□上湧別地区義務教育学校の整備に係る施設整備計画の策定につ

いて 

□令和５年度教育費予算の補正について 

□令和５年度準要保護児童生徒の認定について 

□令和６年度教育行政執行方針について 

□令和６年度教育費予算について 

△令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果公表に

ついて 

R6.3.21 

【定例】 

〇令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果公表内容

について 

□湧別町教育アドバイザーの任用に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

□湧別町社会教育関係団体補助金交付要綱の一部を改正する要綱

の制定について 

□湧別町学校医等の任命について 

□湧別町教育アドバイザーの任命について 

□令和６年度準要保護児童生徒の認定について 

□校長・教頭の任免の内申について 

R6.3.29 

【臨時】 

〇教職員の人事異動について 

□北海道湧別高等学校存続対策事業実施要綱の一部を改正する要

綱の制定について 

□湧別町教育支援委員会委員の委嘱について 

□湧別町学校運営協議会委員の解任及び任命について 

□湧別町学校給食センター運営委員の解嘱及び委嘱について 

□湧別町社会教育委員の解嘱について 

□湧別町部活動地域移行検討委員会委員の解嘱について 

□「湧別町の部活動の在り方に関する方針」の改定について 

□令和６年度湧別町立小学校、中学校及び義務教育学校の学級編

制について 

□教育委員会所管職員の事務分掌異動について 
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（２）教育委員会会議の項目別点検 

  湧別町教育委員会行政組織規則第６条の規定により、教育委員会会議での

議決が必要である事項のうち、令和５年度において教育委員会会議にかけられ

た議案等を分類し、適切に付議されているかどうか点検を行いました。 

項      目 件数 

① 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に

関すること。 
7 

② 教科用図書の採択に関すること。 3 

③ 法規たる性質を持つ教育委員会告示に関すること。 3 

④ 学校教育及び社会教育に関する一般方針の定めに関すること。 1 

⑤ 学級編成に関すること。 1 

⑥ 道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他進退ついての内申

に関すること。 
1 

⑦ 歳入歳出予算の要求その他議会の議決を経るべき事項に関するこ

と。 
7 

⑧ 奨学金に関すること。 1 

⑨ 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 3 

⑩ 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。 1 

⑪ 法令又は条例に基づく委員等の任命（委嘱）に関すること。 15 

⑫ 要保護及び準要保護児童生徒の認定に関すること。 6 

⑬ 国際理解教育に関すること 1 

⑭ その他異例又は重要な事項に関すること。 1 

⑮ 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の

職員の任免その他の人事に関すること。 
1 

報告 18 

協議 2 

合   計 72 

 

令和５年度に湧別町教育委員会会議に付議された案件のうち、多かったもの

としては、「⑪法令又は条例に基づく委員等の任命（委嘱）に関すること」、次

いで、「①教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関

すること。」、「⑦歳入歳出予算の要求その他議会の議決を経るべき事項に関す

ること」であります。 

教育委員会会議の議案作成のため、議案審議の他に報告や協議を実施してい

ます。 
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（３）教育委員会会議以外の活動状況 

  令和５年度については、新型コロナウイルス感染症の影響による制限もほ

とんど無くなり、学校の各種行事などにも出席できる状況となりました。 

教育委員会会議のほか、研修会、会議、学校訪問、入学式や卒業式などに

も出席しております。 

 ※教育長を除く 

期 日 活  動  内  容 出席委員数 

R5.4.3 教職員辞令交付式 ４名 

R5.4.6 

ゆうべつ学園開校式 １名 

開盛小学校入学式 １名 

富美小学校入学式 １名 

上湧別中学校入学式 １名 

芭露学園入学式 １名 

R5.4.15 ゆうべつ学園開校記念式典 ３名 

R5.4.17 遠軽地区教育委員会協議会理事会 １名 

R5.5.8 遠軽地区教育委員会協議会総会・研修会 ２名 

R5.5.27 
上湧別小学校運動会 ２名 

中湧別小学校運動会 １名 

R5.5.28 
開盛小学校運動会 ３名 

富美小学校運動会 ３名 

R5.6.10 芭露学園運動会 ３名 

R5.7.14 オホーツク管内教育委員会協議会総会 １名 

R5.7.21-22 北海道市町村教育委員研修会 ２名 

R5.10.21 上湧別中学校学芸会、芭露学園学芸会 １名 

R5.10.26 
学校訪問（ゆうべつ学園、中湧別小学校、湧別高

等学校、芭露学園） 
３名 

R5.10.29 上湧別小学校学芸会、富美小学校学芸会 ２名 

R5.11.5 中湧別小学校学芸会 １名 

R5.11.22 
学校訪問（開盛小学校、上湧別小学校、富美小学

校、上湧別中学校） 
３名 

R5.12.1 
オホーツク管内教育委員会協議会臨時総会 ２名 

オホーツク管内市町村教育委員大会 ２名 

R6.1.7 ２０歳の集い ２名 

R6.1.9 
上湧別地区義務教育学校開校に係る地域説明会 

（富美地区住民センター） 
２名 

R6.1.10 上湧別地区義務教育学校開校に係る地域説明会 ２名 
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期 日 活  動  内  容 出席委員数 

（開盛住民センター） 

R6.1.11 
上湧別地区義務教育学校開校に係る地域説明会 

（文化センターＴＯＭ） 
１名 

R6.1.12 
上湧別地区義務教育学校開校に係る地域説明会 

（上湧別コミュニティセンター） 
１名 

R6.1.18 総合教育会議 ３名 

R6.3.15 
ゆうべつ学園卒業式 １名 

芭露学園卒業式 １名 

R6.3.21 上湧別小学校卒業式 １名 

R6.3.22 富美小学校卒業式 １名 
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３ 点検評価報告書 

 

（１）学校教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ １ 事業名 学校運営事業（小中一貫教育の推進） 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

優れた教育環境を確保するため、町内全域で小中一貫教育の導入を進めており、

本年度は湧別地区に本町２校目となる義務教育学校「ゆうべつ学園」を４月に開校

させるとともに、前期課程用の屋内体育館を建設いたします。 

また、上湧別地区については、４つの小学校と１つの中学校を廃止して施設一体

型義務教育学校を令和７年４月に開校することといたしました。このため校舎は上

湧別中学校を活用して整備することとし、本年度から２か年で増築校舎を建設し、

既存校舎の改修工事を令和６年度に実施してまいります。 

事
業
内
容 

１ 湧別地区義務教育学校の屋体増築工事、湧別小学校解体工事設計業務の実施 

２ 上湧別地区義務教育学校の校舎増築工事、外構工事設計業務の実施 

事
業
成
果 

１ 令和５年４月に開校したゆうべつ学園の体育館増築工事を実施した。また、湧

別小学校解体工事の設計業務を行った。開校にあわせ、湧別地区義務教育学校開

設準備委員会主催による開校記念式典を開催した。 

２ 上湧別地区義務教育学校の開設に向け、校舎増築工事を実施した。また、外構

工事の設計業務を実施した。 

課 

題 

１ 教育内容を充実させ、魅力ある学校教育を展開することが必要である。 

２ 開校に向け、通学方法や教育課程など統合に向けた準備を進める必要がある。 

改 

善 

方 

策 

１ ９年間の連続した教育課程を充実させ、小中一貫教育を推進する。 

２ ＰＴＡや学校運営協議会などで組織する開設準備委員会、さらに教職員で組織

する開校準備委員会において、課題解決の方策を探る。 

№  ２ 事業名 学校運営事業（学力向上の取り組み） 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

全国学力・学習状況調査の結果が全国平均並みとなっており、これまで実施した湧

別小学校を核とした「湧別町型学校力向上事業」の効果が表れております。 

 また、北海道大学大学院教育学研究院の支援により中学校での「学びの共同体」

の授業スタイルによる学力向上を進めております。 

本年度は、これらを全ての学校に普及させるため「湧別町学校力向上プラン」を作

成し、これを各学校と連携することで、町内全体の学力向上を図ってまいります。 
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事

業 

内

容 

１ 全国学力・学習状況調査における取組 

２ 放課後や長期休業を活用した補充学習や学力向上支援員活用の実施 

３ 湧別町型学校力向上事業の実施 

４ 教育アドバイザーによる学校訪問の実施 

５ 指導室と学校の連携による学力の向上 

６ ICT 教育の推進 

７ 北海道大学との連携事業の実施 

８ 学校教育推進協議会における教職員研修の充実 

 

 

 

事

業

成

果 

 

 

 

 

１ 全国学力・学習状況調査における調査結果 

学力の向上を図るため、指導方法の工夫・改善による取り組みを行ったこと等に 

より、令和５年度の全国調査の結果では、小学校では国語で全国平均を上回った。

中学校では国語・数学・理科の全ての教科で全国平均を下回る結果となった。 

２ 放課後や長期休業を活用した補充学習や学力向上支援員活用の実施 

例年、夏・冬期休業期間に湧別高校生徒の協力により実施している、学習サポー 

ト事業「まなびぃタイム」を実施した。学力向上支援員については、上湧別小学校

と芭露学園、中湧別小学校の３校に３名を配置し、複式学級における授業支援の

他、ティームティーチングや習熟度別指導を行う等、学力向上に向けた取り組みを

継続した。この他、すべての学校で、北海道教育委員会が提供する「チャレンジテ

スト」を実施し学習内容の定着を図った。 

３ 湧別町型学校力向上事業の実施 

令和２年度から実施している本事業について、昨年度に引き続き大妻女子大学

の樺山教授を招き、ゆうべつ学園において講演会及び授業見学を実施した。各学校

の教員等に対し、単元の作り方と評価について講演していただいた。 

４ 教育アドバイザーによる学校訪問の実施 

  毎月の定期的な学校訪問の他、必要に応じて随時、学校訪問や教育委員会への来 

所等により、校長・教頭先生に対する指導助言を行った。 

５ 指導室と学校の連携による学力の向上 

毎月開かれる校長会議等の機会を通じ、各学校管理職に対し授業改善等に関す 

る連絡・調整を図り、学力向上に向けた指導助言を行った。 

６ ICT 教育の推進 

各学校において、「GIGA スクール事業」により整備した児童生徒や教員用のタブ

レット端末等を活用し、学校における授業での活用や家庭に持ち帰っての活用等、

効果的な取り組みとなるよう、様々な活用や研究を行った。 

７ 町内小中学校及び義務教育学校における主体的・対話的な深い学びを充実させ

るため、５月２５～２６日、７月１０～１１日、２月１５～１６日に北海道大学大

学院教育学研究院教授 守屋淳氏を招き、上湧別中学校及びゆうべつ学園におい

て研修会を実施し、中学校の授業改善の方向性や子どもの学びを如何に保証して

いくか等について学んだ。 

８ 学校教育推進協議会の総会において、町内教職員全員を対象に評価に関する講

演会を実施し、教職員の資質向上に努めた。 
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課 

題 

様々な学力向上施策や湧別町型学校力向上事業を行うことにより、全国学力・学習

状況調査の結果では、小学校では国語で全国平均を上回った。一方、中学校では、す

べての教科で全国平均を下回る結果となった。今後について、一定の成果が出ている

小学校では、この結果を継続させていくことが必要である。中学校では、一部の学校

においては昨年度同様、全教科で全国平均を上回る結果となっている学校もあり、基

礎学力の習得や適切な学習課題の設定、主体的で探求心を伸ばすような授業づくり

など、授業等の指導方法を研究し改善する取り組みを継続する必要がある。 

改 

善 

方 

策 

各学校において、児童生徒の学力に応じた指導方法の工夫改善に努めるとともに、

教育委員会、学校、家庭が一体となって学習習慣の定着に向けて取り組む。 

全国調査の結果を踏まえて、各学校が「学力向上改善プラン」の見直しを行いなが

ら学習指導を行うとともに、配置を必要とする学校に対しては学力向上支援員を配

置し、きめ細やかな指導を行う。 

湧別町型学校力向上事業の実施により、町内全ての学校の授業力向上・学力向上を

推進することはもとより、各学校の学校組織力や人材育成を加えた取り組みを行う。 

教育アドバイザーによる学校への指導助言を継続し、指導方法の改善方策の立案

に対する支援を行うと共に指導室と学校の連携を密にしながら、学力向上に向けた

取り組みを継続する。 

各学校の管理職や教員等で組織する ICT 教育推進委員会において、各学校の ICT教

育に関する課題や効果的な指導方法等について検証し情報共有を図りながら、ICT 活

用技能の向上を図る。 

また、教職員の資質向上のためには、町全体で行う研修会や講演会を実施・充実さ

せ、少しでも多くの教職員が参加して研鑽できるようにしていく必要がある。 

№ ３ 事業名 学校運営事業（ＩＣＴ教育） 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

 

令和３年度から利用開始したＧＩＧＡスクール・タブレットパソコンは、日常的

に授業で活用しているほか、複式学級の授業での活用や他校とのオンライン授業、

あるいは新型コロナ感染症でのオンライン授業など、さまざまな場面で利用が進ん

でおります。 

本年度は、各学校での利用実態を調査し、その中から特に学習効果が高い活用方

法を町内の全学校で情報共有し、ＩＣＴ機器の利活用を図ってまいります。 

事

業

内

容 

１ ICT 推進委員会の活性化 

２ 各学校のタブレット端末の活用状況の把握 

３ 研究推進校の活用方法の他校への普及 

４ ICT 先進校への視察研修や講師招聘による研修会の実施 
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事

業

成

果 

１ 前年から ICT 推進委員会を教育委員会主導から教員主導に変え、より機動的な

組織へと改編したことで、先進校視察や各推進委員同士での交流が活性化した。 

２ アドバイザー訪問に合わせて ICT 推進委員会委員長が、各校のタブレット端末

の活用状況を確認し、検索や書画カメラ、プレゼン以外の使い方を見て回ること

で、着実に活用の機会が増加している。 

３ 複式学校同士で、タブレット端末を活用して複式学級を解消した授業の実践や、

休み時間での交流などを行ったり、研究推進校の使い方を ICT 推進委員会で交流

することで、各校の取組が進んでいる。 

４ 先進校への視察研修を通して、端末の使い方や活用の仕方について町内各学校

へ普及させるとともに、講師を招聘して研修会を実施し、より使いやすいアプリ

や実践的な端末の使い方について研鑽を積むことができた。 

課 

題 

先進校は管内にもあるが、同じ端末を使っている先進校は管外であるためその学

校へ行くための旅費の確保が難しい。また、タブレット端末の活用が進めば、今後

デジタルドリルの活用が考えられ、そのライセンスのための費用が必要になってく

る。さらに、Google のアカウントを児童生徒と教職員全員に付与することで、端末

の使い方がさらに充実させることができる。 

改 

善 

方 

策 

各学校の活用状況を正確に把握し、ICT 推進委員会を中心に、各学校の特徴的な使

用法や実践事例を普及させ、どの学校も同じように使っている状況を作り出す。ま

た、同時により良い使い方について、ICT 推進委員会のメンバーを先進校に視察さ

せ、その使い方の普及を目指していく。そのための予算について、確保していくよ

うにする。また、デジタルドリルについても全学校の使用状況が同様になってきた

段階で、ICT 推進委員会の中で協議し、ライセンス購入に向けた予算確保を目指して

いく。 

№ ４ 事業名 学校運営事業（安全・安心な学校づくり） 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

 

新型コロナウイルス感染症の対策については、引き続き国の対応ガイドラインや

衛生管理マニュアルに基づく対策をとりながら、学校行事等の平常化を進めます。

また、オンライン授業やタブレット持ち帰りなど学びを止めない対策を行ってまい

ります。 

登下校の安全確保については、「湧別町通学路交通安全プログラム」に基づき、地

域や警察・道路管理者と連携して安全確保に努めてまいります。 

本年度から法律改正により全ての自転車利用者を対象にヘルメット着用努力義務

化となるため、ヘルメット購入補助金の対象者を中学生まで拡大し、児童生徒の安

全確保を図ってまいります。 

事

業

内

容 

１ 新型コロナウイルス感染症対策に係る各種取組み 

２ 通学路交通安全プログラムの改訂 
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事

業

成

果 

１ 新型コロナウイルス感染症対策として、町予算や国の学校保健特別対策事業等

を活用し感染症対策用としての消耗品や備品の整備を行った。 

２ 通学路の安全について、合同点検の結果を対策必要箇所及び対策として追加し、

プログラムを改訂した。また、その結果を町ホームページで公表した。 

課 

題 

１ 新型コロナウイルス感染症対策については、継続した取り組みが必要となるた

め、今後も必要に応じ学校の要望等を確認の上、感染症対策用の消耗品や備品を

整備する必要がある。 

２ 児童生徒の登下校における交通安全を確保することから、引き続き通学路の安

全点検や必要な対策について協議していく必要がある。 

改 

善 

方 

策 

１ 新型コロナウイルス感染症対策については、今後においても継続した取り組み

が必要となるため、学校の要望等を確認の上、感染症対策用消耗品等について町

単費で予算措置を行う他、国等の補助金等の活用についても検討を進めていく。 

２ 教育委員会事務局、各学校、地域関係者との連携及び情報の共有により、通学

路の危険箇所の点検を継続する。各学校での交通安全教育を継続する。 

№ ５ 事業名 
学校運営事業（豊かな心と健やかな体

の育成） 
担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

豊かな心を育むため、道徳授業や集団生活のルールを指導するとともに、運動の

習慣化や規則正しい生活、スマートフォンやゲーム依存の防止なども指導すること

で、心と体が調和した優れた人格形成を図ってまいります。 

いじめや不登校については、早期発見と素早い対応に努め、家庭や関係機関と連

携して早期解決を図ってまいります。 

事

業

内

容 

１ 学校の教育課程を通じた道徳教育の推進 

(１) 各学校における道徳教育の推進 

(２) 各教科・特別活動・総合的な学習等を通じた道徳教育の指導 

２ 全国体力・運動能力調査における取組 

３ 各学校で策定された学校いじめ防止基本方針に基づいた、いじめ等の問題行動

の未然防止、早期発見、早期解消 

４ 教育アドバイザーによる指導助言や相談支援体制の強化・充実 

 

 

 

 

事

業

成

果 

 

 

 

 

 

１ 学校の教育課程を通じた道徳教育の推進 

(１) 道徳の時間において、発達段階に応じた基本的な生活習慣、互いに協力し

合う態度や集団における役割と責任等について指導した。 

(２) 保護者や地域住民の協力により、特別活動等の指導において道徳性を養っ

た。 

２ 全国体力・運動能力調査における調査結果 

体力の向上や課題の検証を図ること等を目的に、全小・中・義務教育学校の 

小学５年生と中学２（８）年生を対象に調査を行った。 

小学校男子は４種目で、女子は６種目で全国平均を上回った。中学校男子は４

種目で、女子では１種目で全国平均を上回る結果となった。 

３ 各学校で策定された学校いじめ防止基本方針に基づき、各学校において定期的
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事

業

成

果 

にアンケート調査等を実施し、いじめの把握に努め、早期発見、早期解消が図ら

れた。 

４ 教育アドバイザーによる指導助言や相談支援体制の強化・充実 

  教育アドバイザーによる学校現場への指導助言や児童生徒、保護者との相談支

援体制の強化・充実が図られた。 

課 

題 

道徳教育は、児童生徒が人間としての在り方を自覚し、人生をより良く生きるた

めに、その基盤となる道徳性を育成するものであることから、教育活動全体を通じ

た指導を継続する必要がある。 

全国体力・運動能力調査の結果、小学校及び中学校の男女とも、多くの種目で全

国平均を上回る結果となった。一定の成果が出ている学校では、この結果を継続さ

せていくことが必要である。 

いじめは、人として絶対に許されないという認識のもと、児童生徒がいじめ等の

問題行動を行わないよう継続した取り組みが必要である。 

スマートフォン、携帯電話、パソコン・ゲーム機等を利用したインターネットに

よるいじめが全国的な問題となっているため、学校における児童生徒の利用実態を

把握するとともに、インターネット利用の指導や、保護者への啓発を継続する必要

がある。 

改 

善 

方 

策 

各学校における教育活動や特別の教科「道徳」等を活用しながら、道徳教育を充

実させる取り組みを継続する。 

いじめは人として絶対に許されない人権侵害であることを認識し、児童生徒が主

体的にいじめについて考え、行動することができるよう指導を継続する。 

いじめ等の問題行動の未然防止、早期発見、早期解消を図るため、いじめアンケ

ート調査等による取り組みを継続する。 

児童生徒によるインターネットの利用について指導するとともに、教職員や保護

者に対し研修機会の充実を図る。 

№  ６ 事業名 学校運営事業（特別支援教育） 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

支援を必要とする児童生徒個々に応じた支援を行うため、通級指導教室をゆうべ

つ学園に設置し、ここを拠点として他校へ教員が巡回して通級指導を実施いたしま

す。 

あわせて各学校に特別支援教育支援員を引き続き配置するとともに、関係機関と

の連携を図り適切な支援を提供してまいります。 

事

業

内

容 

１ 通級指導教室の実施 

２ 特別支援学級の設置 

３ 特別支援教育支援員の配置 

４ 校種間、こども園及び保育所と連携した推進体制の充実 
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事

業

成

果 

 

１ 通級指導教室の実施 

  通級指導教室実施校であるゆうべつ学園に通級指導教員３名を加配措置し、自

校・他校含め令和５年度末時点では７校で５３名の児童・生徒に対し指導を行い、

ことばの指導や学習・生活面における困り感の解消を図った。 

２ 特別支援学級の設置 

  関係機関と連携しながら就学相談や就学指導を実施し、教育支援委員会の開催

により支援が必要な児童生徒を適切に把握し、支援が必要な児童生徒が在籍する

学校に特別支援学級を設置した。 

３ 特別支援教育支援員の配置 

必要に応じて小学校３校に７人の特別支援教育支援員を配置し、支援が必要な

児童に対し支援を行った。 

４ 校種間、こども園及び保育所と連携した推進体制の充実 

（１）各学校で支援委員会等を開催し、特別な支援が必要な児童生徒について把

握するとともに、支援内容等を検討し、教職員の共通理解のもと、特別支援

教育を推進した。 

（２）こども園・保育所・小学校による「園・保・小交流会議」を開催し、就学前

幼児及び就学直後の子どもたちのより良い成長、発達のために関係機関との

連携を深めた。 

（３）就学時には、保育所及びこども園と就学する小学校間、小学校から就学す

る中学校間において就学する児童生徒に関する引継ぎを行い、校種間の連携

による適切な支援を行った。 

（４）北海道教育委員会が実施する特別支援教育パートナー・ティーチャー派遣

事業について４校の小・中・義務教育学校が活用し、各学校の特別支援教育

コーディネーターや担任教員等が北海道立特別支援学校教員の助言等によ

り、支援が必要な児童生徒に対する指導及び支援の充実が図られた。 

課 

題 

支援が必要な児童を就学前に把握し、児童の状況に対応した早期の支援を行うた

め、関係機関が連携して適切な就学指導を行う必要がある。 

支援が必要な児童生徒に対し、特別支援学級への在籍や特別支援教育支援員を配

置するほか、保護者への教育相談を充実する取り組みを継続する必要がある。 

 関係機関との連携による支援体制の整備に努め、支援が必要な児童生徒の教育的

ニーズに応じた指導・支援が必要である。 

改 

善 

方 

策 

関係機関と連携し、支援が必要な児童生徒の早期把握に努め適切な就学指導を行

うとともに、必要とする学校に対しては特別支援教育支援員の配置を継続する。 

学校と教育委員会事務局との情報共有、保護者への教育相談の充実に努める。 

校種間、幼稚園及び保育所、福祉関係事業所等と連携し特別支援教育支援体制の

充実に努める。 
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№  ７ 事業名 部活動地域移行事業 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

国が進める部活動の地域移行は、学校教育の一環として行われてきた中学校の部

活動を社会教育として行う「地域クラブ活動」に移行するもので、少子化が進むな

か将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保するも

のであります。 

国のガイドラインでは本年度から３年間の改革推進期間中に、休日の部活動を地

域移行することを目標にしておりますが、地域移行が難しい場合は、学校部活動を

継続しつつ外部人材の導入による地域連携を進めることが求められております。 

このため、本町の地域移行のありかたについて、本年度から検討を開始いたしま

す。 

事

業

内

容 

１ 部活動地域移行検討委員会の設立及び検討委員会の開催 

２ 部活動地域移行に関する講演会の開催 

事

業

成

果 

１ 部活動地域移行検討委員会の設立及び検討委員会の開催 

学校教育関係者、スポーツ・文化活動関係者、有識者で組織する検討委員会を

設立し、部活動地域移行の背景と国及び道の動向やオホーツク管内における部活

動地域移行の進捗状況、湧別町の部活動、スポーツ・文化活動の状況について共

通認識を図ることができた。 

２ 部活動地域移行に関する講演会の開催 

  テーマ『部活動改革』笑顔あふれるまちづくり 

  講 師 北海道部活動の在り方検討支援アドバイザー 

ＮＰＯ法人幕別札内スポーツクラブ 

      クラブコーディネーター 小田 新紀 氏 

 内 容 子どもの地域でのスポーツ・文化活動における将来的な理想像や先進

的な取り組み事例、地域移行における課題とその方策について講演さ

れた。検討委員会委員１７名、学校教職員他１４名 

課 

題 

少子化により生徒数や教員数が減少する中で、学校単位ではチームが組めないこ

とや部活動の減少により希望する部活動が選択できなくなってきているため、子ど

も達が継続してスポーツ・文化活動に親しむことができる機会を確保する必要があ

る。 

これまで学校教員が担ってきた部活動の指導を地域のスポーツ・文化団体などに

担ってもらうことで、地域の活動に位置付けることが必要である。 

改 

善 

方 

策 

部活動の地域移行について、児童生徒、保護者、教職員及びスポーツ・文化団体

を対象としたアンケート調査を実施し、部活動に係る意識や実態、地域移行に対す

る考え方などを把握し、湧別町における今後の部活動の在り方及び地域移行に関す

る方向性を検討委員会で協議を進める。 
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№  ８ 事業名 中高一貫教育推進事業 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

町内中学校・義務教育学校後期課程と湧別高校で行う中高一貫教育は「キャリア

教育」を連携の柱として平成１７年度から実施しております。しかし地元中学生の

湧別高校への進学率が低く伸び悩んでおり、事業内容の見直しが必要となっており

ます。 

そのため中学生にとって魅力ある中高一貫教育としなければなりません。 

このため、これまでのキャリア教育をベースとしながら、大学入試での総合型選

抜の対応や社会人としての地域参画力の育成など新たな視点を加えるなど、本年度

から中高一貫教育の見直しを行ってまいります。 

事

業

内

容 

１ 湧別町教育委員会、北海道湧別高等学校、上湧別中学校、ゆうべつ学園、芭露

学園による一貫教育の実施 

（１）教育課程・学習指導 

（２）特別活動・生徒指導 

（３）ＳＴＣプログラム  

２ 中高一貫教育推進会議運営費の補助 

３ 中高一貫教育の検証と今後に向けた検討 

事

業

成

果 

１ 湧別町教育委員会、北海道湧別高等学校、上湧別中学校、ゆうべつ学園、芭露

学園による一貫教育の実施 

（１）教育課程・学習指導部会 

基礎学力テストに代わる取組として、「つなぎ学習」を実施した。連携入試合

格者に対し事前問題集を郵送し、Ｚｏｏｍにより遠隔指導を行った。 

（２）特別活動・生徒指導部会 

吹奏楽部及びバレーボール部において、部活動クリニックを開催し、技術向

上を目指しながら中高生の部活動においての交流を図ることができた。 

合同講演会は、作家の木村達也氏を講師として開催することができた。 

（３）ＳＴＣプログラムの実施 

学年に応じて、自己の生き方・在り方を見つめ、６年間を通しての系統的な

キャリア教育を行った。職業への興味関心やコミュニケーション能力を高め、

職場体験の実施や自分の将来について考え語ることにより、勤労観・職業観を

育んだ。また、中学生に対して高校生が実体験などをスピーチすることにより、

地域の歴史・諸課題・職業選択に関する知識を伝える力を育成した。 

２ 中高一貫教育推進会議運営費の補助 

  中・高の連携による教育活動に要する費用を助成し、資格の取得や講習会、講

演会等の開催を推進した。 

３ これまで、「ＳＴＣ教育」を中心として事業を行ってきたが、令和６年度からは

大きく内容を見直し、「①主体的・対話的な教科学習」と「②地域と連携した探究

的活動」を柱として、事業を実施していくこととなった。 

課 

題 

基礎基本の定着を図るため「つなぎ学習」の実施を継続する必要がある。 

令和４年度から令和５年度に掛けて、中高一貫教育の取り組みの検証を行い、事

業の見直しを行ったことから、新たな柱を基に事業を進めていく必要がある。 
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改 

善 

方 

策 

多くの場面において、中高生が一緒に活動できる場面を増やし、交流を深めてい

く。引き続き、乗り入れ授業やつなぎ学習を実施し、学力の向上を目指す。 

 事務局会議、各部会会議を継続して開催し、新たな柱を基にした事業実施の協議

を行う。 

№  ９ 事業名 北海道湧別高等学校存続対策事業 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

湧別高校の魅力化と入学者数の増加を図るため、「北海道湧別高等学校存続対策事

業」を継続して実施してまいります。本年度は新たにソフトテニス部とｅスポーツ

部を設置するため、これに必要なテニスコート整備費用を支援するとともに、ｅス

ポーツ部の活動場所とするため文化センターＴＯＭにゲーミングパソコンを設置い

たします。 

また、令和６年度から全国募集をするために必要な広報活動経費などに支援を行

ってまいります。 

事

業

内

容 

１ テニスコート改修事業、ｅスポーツ推進事業 

２ 各種補助事業 

（１）教科書等購入費補助事業 

（２）学力向上推進費補助事業 

（３）海外交流派遣費用補助事業 

（４）部活動振興費補助事業 

（５）部活動クリニック補助事業 

（６）部活動合宿遠征費補助事業 

（７）学校体育文化活動費補助事業 

（８）通学費補助事業 

（９）生徒会等事業補助事業 

（10）部活動交通費補助事業 

 

 

 

 

 

 

事

業

成

果 

 

 

 

 

 

 

１ テニスコート改修事業、ｅスポーツ推進事業 

令和５年度に新設されたソフトテニス部の練習環境を整備した。 

（クレーコート２面、オムニコート１面下地整備） 

文化センターＴＯＭにゲーミングパソコン６セットを設置した。（企画財政課） 

２ 湧別高校の魅力のひとつとして町からの補助金は重要であり、保護者の負担軽

減や学力向上、部活動の推進、また魅力的な事業を実施するため、引き続き支援

を行っていくことは効果があると考える。 

（１）教科書等購入費補助事業 

   在籍する生徒の保護者に対し、学校が指定する教科書及び副教材の購入費用

を補助した（生徒１０３名）。 

（２）学力向上推進費補助事業 

  父母と教師の会が、在籍する生徒の学力向上のために学校が指定する模擬試

験受験費用及び学力向上用教材購入助成に要した費用を補助した（模擬試験受

験者延べ３２７名、学力向上教材：スタディサプリ４０部・進路マップ３０部、

タブレット端末購入費ｉＰａｄ３０台）。 

（３）海外交流派遣費用補助事業 
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事

業

成

果 

 

   在籍する生徒が参加する海外交流派遣事業の費用を補助した（ニュージーラ

ンド相互交流派遣５名）。 

（４）部活動振興費補助事業 

  体育文化後援会が、部活動の活動環境を整備するために用具等の購入費を助

成した費用を補助した（ソフトテニス部）。 

（５）部活動クリニック費補助事業 

   体育文化後援会が、部活動の資質向上のために部活動クリニック実施に要す

る費用を助成した。（吹奏楽局３回実施）。 

（６）部活動合宿遠征費補助事業 

   体育文化後援会が、部活動の資質向上を図るため、北海道内（オホーツク管

内を除く。）の高等学校との対外試合等を行うための合宿遠征に要する費用を補

助した。（ラグビー部、吹奏楽局） 

（７）学校体育文化活動費補助事業 

体育文化後援会が、湧別高校を代表する団体及び個人が参加する全道的な規

模以上で開催される競技会等の参加費用を助成する場合の当該費用を補助した

（ラグビー全道３回、女子ラグビー全国２回、吹奏楽局全道２回、吹奏楽局全

国１回）。 

（８）通学費補助事業 

   営業バス又はＪＲを利用して片道４㎞を超えて通学する生徒の保護者に対し

て、通学のために購入した定期券、回数券、ＩＣカード購入費用を補助した（の

べ生徒３０５名）。 

（９）生徒会等事業補助事業 

   生徒会又はＰＴＡが実施する湧別高校の魅力向上に繋がる活動に補助した。 

（北大祭参加、学校祭打ち上げ花火、ＰＲ用記念品、学校案内、生徒募集用ポ

スター制作・バス広告、未来計画、地域みらい留学） 

（10）部活動交通費補助事業 

   体育文化後援会が、全道的な規模未満で開催される競技会等に参加する部活

動の交通手段として貸切りバス等を利用する費用を助成する場合の当該費用を

補助した。（吹奏楽部） 

課 

題 

 地域の高校の存続対策の推進を図るため、保護者の負担軽減及び湧別高校の魅力

ある学校づくりに繋がる効果的な支援策を継続する必要がある。 

 数多くの事業や補助、成果、または湧別高校の魅力を中学生及びその保護者や地

域住民へ継続して周知することが必要である。 

改 

善 

方 

策 

 継続して支援を行う。 

 町内外の中学生に対して、継続的に事業・補助内容の周知を図る。 

 魅力的な学校づくりのための補助を行う。 
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№ １０ 事業名 国際理解教育事業 担当課 教育総務課 

執

行

方

針 

外国語教育については、英語検定資格の取得をめざす「英検チャレンジ事業」の

対象学年を拡大して実施いたします。 

また、友好都市であるニュージーランドのセルウィン町及びカナダのホワイトコ

ート町と行っている中学生・高校生の交換留学事業と相互交流事業は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で３年間中止としておりましたが、本年度はニュージーラン

ドへの派遣を実施する予定であります。 

事

業

内

容 

１ 英検チャレンジ事業 

２ 相互交流事業 

３ 外国語指導助手招聘事業 

４ 小学生英会話事業 

事

業

成

果 

１ 英検チャレンジ事業 

  令和４年度から活用している「学園制加配」により、英語を通じた小・中一貫

教育を推進し、町内すべての小・義務教育学校の１～６年生の希望する児童を対

象に英検及び英検 Jr.を受検した。 

【英検】※延べ人数 

 開盛小学校：５人（３級、５級） 
 富美小学校 ：１人（５級） 

【英検ジュニア】 

上湧別小学校：２６人（GOLD4 人、SILVER7 人、BRONZE15 人） 

中湧別小学校：３１人（GOLD14 人、SILVER9 人、BRONZE8 人） 

開盛小学校：６人（BRONZE6 人） 

 富美小学校：１０人（GOLD3 人、SILVER4 人、BRONZE3 人） 

ゆうべつ学園：２９人（GOLD6 人、SILVER21 人、BRONZE2 人） 

芭露学園：９人（GOLD2 人、SILVER2 人、BRONZE5 人） 

２ 相互交流事業 

  派遣事業を実施し、ニュージーランドに中高生９名、一般１名、引率者３名を

派遣した。事前・事後研修も含め、この派遣事業を通じて参加者の国際理解が深

まった。 

３ 外国語指導助手招聘事業 

  自治体国際化協会を通じカナダからのＡＬＴ２名、ダーフィールドハイスクー

ルを通じプライベートのＡＬＴ１名を任用し、町内全ての小・中・義務教育学校、

湧別高等学校及び児童センターへ派遣した。 

４ 小学生英会話事業 

 小学生を対象とした英会話事業として「世界旅行に行こう」をテーマに事業を

開催した。入国審査や銀行などを設けて英語で質問に答えたり、日本円をドルに

換金して買い物をした。遊びの中で英語を使うような工夫をし、異文化に触れる

機会を提供し、楽しんで英語を学んでもらうことができた。 

 

課 

題 

 

１ 英検チャレンジ事業 

  各学校において、一人でも多くの児童に英語に対する興味を持ってもらい、英

検や英検ジュニアの受検児童の増に繋げると共に、検定に向けた練習問題の実施
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課 

題 

 

等、受検対策等の実施が必要である。 

２ 相互交流事業 

  留学や派遣事業の参加者や受入れ家庭への国際理解を推進する効果は高いが、

その成果や国際理解の必要性を町民に周知し続ける必要がある。 

３ 外国語指導助手招聘事業 

 外国語指導助手の活用の仕方、学校教員との連携を深めるため、打ち合わせの

時間を確保する必要がある。巡回英語教諭との打ち合わせ方法や、各学校への派

遣日程調整などが必要。 

４ 小学生英会話事業 

  より多くの児童が参加できるよう日程を調整し、英会話や異文化体験ができる

機会を提供する必要がある。指導する湧別高校生を確保する必要がある。 

改 

善 

方 

策 

英検チャレンジ事業については、夏・冬休みに実施する「まなびぃタイム」を活

用し ALT による特別講習を行う等の取組を実施する。また、ALT や各学校の外国語

担当教員と連携を図ることで、英語に興味を持つ児童を一人でも増やすとともに、

受検（合格）者の確保に繋げていくこととする。 

交換留学事業・相互交流事業については、参加者の体験等を広報紙・町ホームペ

ージに掲載するほか、各学校へ派遣活動をまとめたポスターの配布、各学校での報

告会の開催等を依頼するなど、広報を続ける。また、相互交流事業参加者の報告会

を一般公開しているが、より多くの町民の方に派遣の様子を見てもらえるよう周知

を工夫する。 

交換留学事業・相互交流事業の受け入れ家庭については、募集のポスターを公共

施設に掲示したり、派遣事業参加者に協力を依頼するなどして確保に努める。また、

生徒がいない家庭でも受け入れをしてもらえるように範囲を拡大していく。 

外国語指導助手招聘事業については、継続して同人数のＡＬＴの招致が必要であ

る。各学校への派遣や巡回英語教諭との連携については、巡回英語教諭の所属校で

ある上湧別中学校に中心となってもらい、各小学校と連絡調整をする。また、外国

語指導助手の勤務状況の評価を行うなど、効果的な派遣に努める。 

№ １１ 事業名 学校給食センター運営事業 担当課 教育総務課 

 

執

行

方

針 

 

学校給食については、施設内の衛生管理を徹底し、地場産や北海道産の食材を優

先的に使用した栄養バランスの優れた給食を提供してまいります。 

 また、食育については、食の大切さや食に関する正しい知識と食習慣を身に付け

るための栄養教諭による指導を行ってまいります。 

本年度の給食費については、賄材料費の高騰が続いておりますが、昨年同様に据

え置きとし1食当たり小学生２４７円、中学生２８５円で提供してまいります。 

事

業

内

容 

１ おいしくて栄養バランスのとれた給食作りの実施 

２ 地元産食材の活用 

３ 栄養教諭による食に関する指導 

４ 食物アレルギー等を有する児童生徒への代替食等の対応 

５ 物価高騰に伴う子育て世帯への給食費負担軽減 
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事

業

成

果 

１ おいしくて栄養バランスのとれた給食作りの実施 

  学校給食センター運営委員会、各学校の給食担当者会議、児童生徒教職員への

アンケート等で給食に対する意見を献立等の作成に活用した。残食調査を実施し、

結果に基づき適切な分量の給食提供に活用した。 

２ 地元産食材の活用 

  地元産食材の購入に努め、道産米を使用した米飯、道産小麦を原料にしたパン、 

地場産品の鹿肉、ホタテから揚げを献立に取り入れた。地元生産者から寄贈され

た食材（ホタテ貝柱、玉葱、ホタテ稚貝）を活用した給食を提供した。 

３ 栄養教諭による食に関する指導 

  栄養教諭が小・中・義務教育学校を訪問し、給食時間に指導を行うほか、家庭 

科などの時間を活用し、食に関する教育を実施した。 

４ 食物アレルギー等を有する児童生徒への代替食等の対応 

  食物アレルギーを持つ児童生徒に対し、代替食の提供を行った。また代替食の

提供ができない場合は給食費の減額による対応を行った。 

５ 物価高騰に伴う子育て世帯への給食費負担軽減 

  食料品価格の高騰による子育て世帯の負担を軽減するため、給食費を昨年度と

同額に据え置きとした。 

 

課 

題 

調理場の衛生管理の徹底及び、安全安心な食材を確保する取り組みを継続する必

要がある。給食に活用できる地元食材を確保する取り組みを継続する必要がある。 

残食調査等を通じて、適正な分量の給食を提供する取り組みを継続する必要があ

る。 

学校給食を教材とした、栄養教諭による食に関する指導を継続する必要がある。 

アレルギーを持つ児童生徒の状況を学校生活管理指導表により把握し、適切な代

替食を継続して提供する等の必要がある。 

調理器具を始めとする給食センター施設の点検等を通じ計画的な更新を行う必要

がある。 

食料品価格の上昇分をすべて給食費に転嫁せず、子育て世帯の負担軽減を継続す

る必要がある。 

改 

善 

方 

策 

調理委託業者への指導、賄い材料納入業者の選定等を通じて、安心安全な食材確

保に努める。 

施設内の衛生管理を徹底し、安全な給食の提供に努める。 

学校給食センター運営委員会等の意見を取り入れた献立の改善に努める。 

地元産食材の購入を継続し、献立への活用に努める。 

残食調査等を通じて、適正な分量の給食を提供する取り組みを継続する。 

栄養教諭による食に関する教育の研究推進に努める。 

食物アレルギー等を持つ児童生徒の状況についての適切な把握を継続する。 

給食センター施設の点検を継続し、計画的な更新を継続する。 

給食費の上昇を抑制し、負担軽減を継続する。 
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（２）社会教育 

 

 

№  １ 事業名 社会教育振興事業（家庭教育） 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

家庭教育については、すべての教育の原点であり、子どもたちの健やかな成長を

育む基礎となるものでありますが、近年、核家族化や地域でのつながりの希薄化等

を背景とした家庭教育における様々な課題が指摘されております。 

このため、子育ての悩みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしまうことのない

よう、親子で気軽に集い、交流を図る機会として従来の家庭教育研修会の実施方法

を見直すとともに、子育て世代包括支援センターと連携を密にし、情報提供や相談

体制の充実を図ってまいります。 

事

業

内

容 

１ 家庭教育研修会の開催 

２ 健康こども課との事業協力 

３ 家庭教育相談の実施 

４ 生涯学習振興奨励事業補助金の活用 

事

業

成

果 

１ 家庭教育研修会の開催 

  テーマ 『子どもたちの健やかな成長を願って』 

講習会①「子どもの食事・栄養と発育」 

講 師 置戸町食のアドバイザー 佐々木十美氏 

内 容 人気の給食メニューや、安心・安全の食材を使ったおいしい食事作り

のコツなど、食育の観点から子どもたちの健全育成についてのお話を

していただいた。また、簡単な実習を行い、参加者同士の交流を図る

ことができた。１４名参加。 

２ 教育アドバイザー、子育て世代包括支援センター等による連絡会議を行い、家 

庭教育支援と子育て支援の連携強化が図られた。 

３ 家庭教育相談の実施  教育アドバイザーにより随時教育相談に対応した。 

４ 生涯学習振興奨励費補助金の活用による母親サークル等による活動支援 

 実績なし。 

課 

題 

地域としてゆるやかに支えあう家庭教育支援が、家庭の教育力を向上させ、引き

こもりや不登校、社会格差、虐待など複雑かつ深刻化する問題を未然に防ぐ効果が

あることを広く啓発する必要がある。 

集団で活動する機会が減少し、孤立しがちな子育て世代を支援するため、ボラン

ティアを育成する必要がある。 

一方で、現代社会において、地域による教育力向上には限界もあるため、行政機

関の連携により課題の把握と適切な支援を図る必要がある。 

改 

善 

方 

策 

保護者を取り巻く環境の変化への理解や家庭教育支援の必要性の理解を深める研

修事業を充実する。 

家庭教育への意識を高める学習活動を支援する。 

母親サークル等の育成と支援を充実させ、交流機会を拡充する。 

子育て世代包括支援センターや図書館など関係機関との連絡体制をつくり、連携

を図る。 
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№  ２ 事業名 社会教育振興事業（青少年教育） 担当課 社会教育課 

 

執

行

方

針 

 

青少年教育については、小学校高学年を対象とした「湧ゆう湧くわく体験塾」や

「児童宿泊研修会」で、地域の人材を活用しながら、自然体験やスポーツ体験、ボ

ランティア活動などを行い、豊かな人間性を育み、コミュニケーション能力を高め

ながら成長を促す取り組みを推進してまいります。 

また、少子化に伴い、子ども会の活動が年々少なくなってきていることから、全

町的な子ども会事業を実施する青少年指導センターを支援することで、地域子ども

会事業を補完するとともに、中高生リーダーの養成にも努めてまいります。 

青年団体協議会は全町的な青年組織でありますが、会員不足などの課題も抱えて

おりますので、職種を超えた仲間づくりや、地域の青年組織の結びつきを深める自

主的な取り組みに対して支援してまいります。 

事

業

内

容 

１ 各種体験活動の実施 

２ 地域子ども会・青少年指導センターへの活動支援 

３ 小学生・中学生リーダー養成や成人指導者の活用 

４ 青年団体協議会の育成・援助の実施 

事

業

成

果 

１ 各種体験活動の実施 

  各種団体との連携により体験事業を実施し、集団生活体験の場を提供した。 

 （１）児童宿泊研修会 全町の小学５年生を対象 ５３名参加 

 （２）子ども会リーダー研修会（夏季・冬季） 

   小学生延２８名、中高生リーダー延５名、成人指導者延１０名 

 （３）湧別町・新篠津村友好都市交流事業 

   湧別町９名、新篠津村８名の児童及び中・高校生ボランティア２名が参加 

 （４）新春交歓カルタ大会及び百人一首教室 延べ９９名参加 年間１０回実施 

 （５）湧うゆう湧くわく体験塾 ２８名参加 年間１２回実施 

２ 地域子ども会・青少年指導センターへの活動支援 

  地域子ども会の活性化を図るべく、地域青少年指導センター（地域子ども会連 

合組織）の事務局運営を支援した。 

３ 小学生・中学生リーダー養成や成人指導者の活用 

  １の各種体験活動及び青少年指導センター主催事業を通じて、小学生リーダー 

研修、中学生リーダー研修事業を実施した。 

湧うゆう湧くわく体験塾の活動にあたっては、町内の成人指導者を講師として

活用し地域教育力の向上を図った。 

４ 青年団体協議会の育成・援助の実施 

  チューリップフェアや屯田七夕まつりにおいてイベントを開催するなど、少人 

 数ながら、地域での活動を精力的に実施した。また、１月から３月に行われたニ

ュースポーツ de あそぼに参加し、異業種間の交流が図られた。会員数１５名  

課 

題 

自然体験や対人での体を使った遊びの機会が減少しているため、体験活動の提供

やコミュニケーション能力の養成が必要。 

地域に愛着と誇りを持ったリーダー・指導者を小学生から高校生・青年まで一貫

して育成する必要がある。 
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改 

善 

方 

策 

地域の特性を生かした体験学習活動の機会を提供し、豊かな人間性の養成を図る。 

異世代や異年齢との交流機会の拡充により、コミュニケーション能力の向上を図

るとともに、地域教育力の向上を図る。 

小学生や中学生のリーダー養成及び、地域の成人指導者の活用を図る。 

小学生～中学生～高校生～青年が一貫して活動できるような事業展開を図る。 

青少年指導センターや児童センターなど関係機関との連携を図る。 

№ ３ 事業名 社会教育振興事業（成人教育） 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

成人教育については、成人期は、家庭はもちろんのこと、地域や職場、サークル

などで中心的な役割や責任を担うとともに求められる時期でもあります。そのため

学習領域も生活や職業上に加え、福祉や健康、地域活動など多岐にわたります。 

このことから、「町民大学」や「ふるさと講座」などを開催している社会教育関

係団体への支援のほか、生涯学習振興奨励事業補助金により、自ら企画実施する自

主事業を支援するとともに、町民の学習機会の充実に努めてまいります。 

事

業

内

容 

１ 湧別町民大学の開催支援 

２ 地域住民が主体的に組織的に学習活動を継続するための支援 

３ ＰＴＡ団体への助成 

４ 生涯学習振興奨励事業補助金の活用 

事

業

成

果 

１ 湧別町民大学の開催支援 

町民有志で構成する実行委員会により、各ジャンルの講師を招き、町民に対し 

今日的課題や地域課題等の解決に向けた学習機会を提供した。 

５回開催、延３５６名参加 

２ 地域住民が主体的に組織的に学習活動を継続するための支援 

  「ふるさとから学ぶ会」との共催により郷土学講座を開催。 

第１１回我がまち湧別町のお宝をたずねる旅 ３５名参加 

第１３回ふるさと講座「畑地灌水・リールマシン」の開催。４７名参加 

３ ＰＴＡ団体への助成 

  補助により、研修会に参加するなど学習活動が行われた。 

４ 生涯学習振興奨励事業補助の活用 

  ゆうべつアウトドアクラブ YU-PAL、伍喜愛の愛、みんなで子育て実行委員会の

自主事業グループ３団体に対し補助を行った。 

課 

題 

湧別町の歴史、産業、自然等を学ぶ機会を提供する必要がある。 

時間的余裕のない成人期のニーズや、退職後の世代の多様なニーズに応えられる

よう、情報提供も含め参加し活躍する場を創出する必要がある。 

世代間交流、異業種間交流を推進し、まちづくりの人材育成を図るため、企画等、

町の他部局との情報共有も含めた連携強化が必要。 

学習を支援するコーディネーターを育成する必要がある。 
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改 

善 

方 

策 

「ふるさと講座」は、町域単位での郷土学の機会提供のみならず、小さな地域に

おける指導者の養成と活動の広がりを促す場として支援する。 

「町民大学」は、来場者数を目標とするだけでなく、参加者（団体）や実行委員

と講師とのつながりをより深めるなど、人材育成の側面も意識した事業展開や職域

を巻き込んだ事業展開を奨励する。 

幅広い学習ニーズに応える学習機会の提供と学習意欲を喚起する。お互いの仕事

や暮らしぶりを知り、地域を知ることにつながる学習活動を支援する。自主的に企

画し実践するサークルなどの活動支援を充実する。気楽に参加し、進んで活動でき

るよう情報の提供に努める。 

№ ４ 事業名 社会教育振興事業（高齢者教育） 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

高齢者教育については、令和４年度から実施している活動意欲の高いアクティブ

シニアをターゲットにした３か月ごとの短期学習事業の拡充を図るとともに、「チ

ューリップ生きがい大学」での学習と交流機会の提供を継続し、高齢者の学びを支

え、生きがいのある充実した生活につなげていただけるよう支援してまいります。 
事

業

内

容 

１ チューリップ生きがい大学の開設  

２ 世代間交流事業の実施  

３ アクティブシニア向け事業の実施 

事

業

成

果 

１ チューリップ生きがい大学の開設 １０８名入級 集会等１１回開催 

  講演会、レクリエーション等の開催及び学生の主体的な取り組みとしてのクラ

ブ活動への支援により、高齢者の学習機会及び活動機会を提供した。 

２ 世代間交流事業の実施 

ゆうべつ学園へ訪問し、学校施設見学や現在の ICT 教育などに触れることによ

り世代間交流の機会を提供した。 

３ アクティブシニア向け（おおむね６０歳以上）事業の実施 

  自分の興味のあるジャンルについて３ヵ月単位で学ぶ「学びすとカレッジ」を 

開催。全７講座 延５４名 

 高齢者のスマートフォン所有率が高くなってきているため、スマートフォン教 

室を開催した。９名参加 

課 

題 

「高齢者学級」では、主体的な取り組みに対し継続支援が必要。高齢者が持つ知

識や経験、技能を地域や次世代に伝える機会を提供し、生きがいを持てるようにす

る必要がある。 

家にこもりがちな高齢者に、地域の身近な情報を提供するとともに、より参加し

やすい少人数でのグループ活動などの場を創出する必要がある。 

アクティブシニアに対する学習機会を確保し、活躍の場を提供する必要がある。 
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改 

善 

方 

策 

高齢者の興味関心を呼び起こす事業を創設する。 

高齢者学級の参加者による自主活動の促進と充実を図る。 

次の世代に伝承する異世代間交流事業を充実する。 

知識や知恵を持つ高齢者を把握し、活かすようコーディネートを充実する。 

少人数でも気楽に参加しやすい環境づくりに努める。 

高齢者学級と他団体との連携を図る。 

№ ５ 事業名 社会教育施設 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

 

社会教育施設については、生涯学習活動の拠点となる施設でありますので、指定

管理者と連携を密にしながら、町民が気持ちよく利用できる施設の管理運営に努め

るとともに、安心安全に利用できるよう計画的な整備を図ってまいります。 

文化センターＴＯＭでは、木材を活用したオリジナルのテーブルやパーテーショ

ン、椅子等を製作・設置することで、木のもつ優しさ温かみを最大限に生かし、町

民が気軽に集い、楽しく過ごせるよう、憩のスペースとして整備してまいります。 

文化センターさざ波では、大ホールの舞台吊物装置について、老朽化に伴う故障

や事故を未然に防ぐため、計画的な改修整備を実施いたします。 

五鹿山スキー場では、オホーツクコース沿いの樹木の一部を伐採し、ゲレンデを

拡幅することで、利用者の安全を確保し、利便性を図ってまいります。 

事

業

内

容 

１ 社会教育施設の整備充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 

業 

成 

果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 社会教育施設の整備充実 

  町民のニーズを踏まえ利用しやすい管理運営や定期的な保守点検・修繕等を通 

じて適正な維持管理を行った。 

（１）ロビー木質化工事（文化センターＴＯＭ） 

文化センターTOM 木質化工事を実施することにより、町民の気軽に集える

スペースの確保ができ、利用者の利便性向上が図られた。 

 （２）個室型ベビーケアルーム購入（文化センターＴＯＭ） 

    個室型ベビーケアルームを購入することにより、利用者の利便性向上に繋

がり、文化センターTOM 利用者の増加を図ることができた。 

（３）舞台吊物装置改修工事（文化センターさざ波） 

文化センターさざ波舞台吊物工事を実施したことにより、舞台吊物装置の

安全な使用ができるようになり、利用者の安全を確保することができた。

（７期計画中２期目） 

（４）照明ＬＥＤ工事（湧別屋内ゲートボール場） 

水銀灯からより明るいＬＥＤ照明に更新したことにより、経費の節減とと

もに、利用者の利便性の向上が図られた。 

（５）ゲレンデ拡幅工事（五鹿山スキー場） 

ゲレンデ拡幅工事を実施することにより、コース幅が広くなり、安全に使

用ができ、利用者の利便性向上が図られた。 
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事 

業 

成 

果 

（６）リフト設備改修工事（五鹿山スキー場） 

   リフト設備改修工事を実施することにより、安全に使用ができるようにな

り、利用者の安全を確保することができた。 

課 

題 
社会教育施設の適正な維持管理や計画的な整備の充実に努める必要がある。 

改 

善 

方 

策 

文化センターさざ波・ＴＯＭの両館の特徴を活かした有効活用に努める。 

町民のニーズを踏まえながら、利用しやすい社会教育施設の計画的な設備の更新

や改修等と適正な管理運営、利用実態に即した開館を目指す。 

№ ６ 事業名 スポーツ活動振興事業 担当課 社会教育課 

 

 

 

執

行

方

針 

心身ともに健康な生活を営むためには、生涯にわたって誰もが体力や年齢に応じ

てスポーツや運動に親しむことが大切であります。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で３年間中止を余儀なくされた「サ

ロマ湖100kmウルトラマラソン」や「上野カップ少年少女柔道大会」などのスポーツ

大会のほか、住民参加型イベント「チャレンジデー」を開催し、町民の健康増進や

生涯スポーツの推進に努めてまいります。 

体育協会をはじめスポーツ少年団などの団体育成につきましては、「五鹿山マラ

ソン大会」や「町民スケート大会」など活動の支援を図るとともに、スポーツ指導

者の育成に努めてまいります。 

また、体育館を活用して利用者個人に合ったトレーニング指導や運動教室を通じ

て、気軽に運動に親しむきっかけづくりに努め、町民の体力づくり、健康づくりの

推進に努めてまいります。 

さらに、各種団体活動や少年団活動において優秀な成績を収め、全道大会などへ

出場する際の支援について、継続的に実施してまいります。 

事

業

内

容 

１ 大会の開催 

２ スポーツ教室・講習会の開催 

３ スポーツ推進委員事業の開催 

４ スポーツ団体活動の育成援助  

５ 湧別町立学校施設の開放事業  

 

 

 

 

事

業

成

果 

 

 

 

１ 大会の開催 

（１）第４８回自治会対抗町民３００歳バレーボール大会 

７チーム ９０名参加 中湧別総合体育館で実施。 

（２）第３８回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン 

新型コロナウイルス感染症の影響により４年ぶりに大会を実施した。 

100ｋｍの部 参加者２，９８７名、完走者１，９３０名、完走率６４．６％ 

50ｋｍの部 参加者４５５名、完走者３６３名、完走率７９．８％ 

（３）湧別町少年柔道大会「湧別町少年柔道大会～上野カップ２０２３～」  

小・中学生の全道規模の柔道大会を開催し、上野三姉妹と三井住友海上女

子柔道部の舟久保遥香選手から直接、選手への指導や激励を行ったことによ
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事

業

成

果 

 

り、次世代のオリンピックを目指す子ども達の意識の高揚が図られた。 

   ３３団体 ３２１名（内町内参加者１名） 

（４）チャレンジデー２０２３ 

    住民参加型のイベント「チャレンジデー」に参加し、町民の健康づくりや

体力づくり、スポーツやレクリエーション活動への参加意欲の高揚と習慣化

を推進することができた。全国で６７自治体、１,０８０,５６６名が参加。

町内参加者４,０８３名、人口８,０９６名、完走率５０.４％（銀メダル） 

２ スポーツ教室・講習会の開催 

（１）かけっこ教室、スポーツチャレンジ教室、ジュニアスイミングスクール、 

クロスカントリースキー教室、ジュニアスケート教室などを実施し、町民

がスポーツに親しむ機会の提供と技術向上に資することができた。 

（２）フィットネススクール・トレーニングスクール 

湧別総合体育館においてフィットネス・トレーニングスクール参加者やト

レーニング室の利用者に対し、運動指導や個別相談を実施し、町民の健康や

体力づくりの増進に努めた。 

３ スポーツ推進委員事業の開催 

  スポーツ推進委員が研修を通じて資質向上を図り、町内小学１年生から３年生 

を対象に５月から翌年３月まで毎月１回開催している「チャレンジスポーツスク 

ール」において、様々なスポーツを体験する機会を提供した。 

４ スポーツ団体活動の育成援助 

スポーツ少年団、体育協会への運営費助成を行うことにより、町内における自 

主的なスポーツ活動の推進を支援した。 

体育協会主催の「五鹿山マラソン２０２３」では、オホーツク管内より９２名

の参加があり、町民の体力増進や健康づくりを高めるきっかけづくりを図ること

ができた。 

スポーツ・文化合宿誘致事業では、２件２３名を受け入れた。 

スポーツ・文化遠征費補助事業では、団体や個人に対して全道・全国大会への 

遠征の経費の一部を助成することにより、町内のスポーツの振興を推進した。 

５ 湧別町立学校施設の開放事業  

 湧別町立学校施設の開放事業は、３団体１３日間の利用があった。 

課 

題 

スポーツニーズが多様化している一方、少子高齢化によるスポーツ団体の会員不

足や子ども達の体力の低下、スポーツ離れ、指導者不足などを解消する方策を検討

する必要がある。 

各年齢に応じたスポーツ習慣が形成されるよう、だれもがいつでもスポーツに親

しむ機会を提供する必要がある。 

指導者の発掘・養成や体育協会・スポーツ少年団などの関係団体の支援体制の充

実に努める必要がある。 
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改 

善 

方 

策 

ライフステージに応じた各種教室、講習会、大会などスポーツに親しむ機会を提

供し、健康や体力づくりの増進と住民相互の交流の推進に努める。 

多種多様なスポーツニーズに対応するため、ニュースポーツの研究・普及に努め

る。 

体育協会やスポーツ少年団など関係団体の育成と自主的な活動支援に努める。 

町民のスポーツ活動を推進する指導者の育成や養成を図り、指導体制の充実に努

める。 

著名な外部講師等の招聘により、技術向上の習得に努める。 

スポーツ推進委員の連携強化を図り、町民のスポーツの推進や健康増進に努める。 

運動指導職員による町民の体力に応じた運動プログラムの提供に努める。 

体育協会やスポーツ少年団、自治会、関係団体等の連携を図り、町民みんなで楽

しめる生涯スポーツの推進に努める。 

№ ７ 事業名 芸術文化活動振興事業 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

芸術文化は、人の感性を豊かにし、日々の生活に潤いをもたらすとともに、地域

や町民の連帯感を深めるうえで大きな役割を果たすものであります。 

本年度においても、子どもから大人まで幅広い年代に対して優れた芸術文化に触

れる機会を提供するとともに、「良いもの見よう聞こう会」などの町民有志団体に

より、芸術性だけでなく娯楽性に富んだ芸術鑑賞会を企画実施いただいております

ので、今後もこれらの団体の支援に努めてまいります。 

また、本年度から取り組む「eスポーツ」について、文化センターＴОＭ内に設置

する専用機器を活用して小中学生向けのeスポーツ講座を開催し、新しい生活文化に

接する機会を提供してまいります。 

また、文化連盟をはじめとする文化サークルの活動を継続的に支援し、豊かな人

間性を育む芸術文化の普及振興に努めてまいります。 
事

業

内

容 

１ 文化団体活動の育成・支援 

２ 各世代のニーズに合った鑑賞機会の提供 

３ 学習の成果を活かす場としての発表機会の提供 

４ 体験事業及び文化活動に親しむ教室の開催 

 

 

 

 

事

業

成

果 

 

 

 

 

 

１ 文化団体活動の育成・支援 

文化連盟及び芸術鑑賞企画団体の事業費を補助し、自主的活動推進を支援した。 

２ 各世代のニーズに合った鑑賞機会の提供 

幼児から一般向けの鑑賞機会の提供では、芸術鑑賞企画団体主催を含め、多様 

 な事業を実施し、多くの町民が芸術文化に触れる機会を提供した。 

３ 学習の成果を活かす場としての発表機会の提供 

文化連盟が実施する総合文化祭での展示発表、芸能発表を支援した。また、文 

化センターさざ波ギャラリー及び文化センターＴＯＭにおいて、文化連盟加盟団

体や町民個人等の作品展示を実施し、町民の主体的な文化活動を支援した。 

４ 体験事業及び文化活動に親しむ教室の開催 

小学生向けに２講座（木工教室、ｅスポーツ教室）、親子向けに１講座（ＤＩＹ教

室）、一般向けに１講座（ソープフラワーＢＯＸワークショップ）を実施し、文化
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事

業

成

果 

活動の体験機会を提供した。また、小学生向けに実施した子どもアート体験事業

については、子ども演劇ワークショップを開催し、コミュニケーション力や論理

的思考力が身につき、発想力、想像力が養えた。７名参加 

心の糧となる芸術・文化活動は、一般はもとより、これからを担う青少年の創造

的な能力を伸ばすためにも、大きな役割を果たすものとして充実していく必要が

ある。 

課 

題 

鑑賞と創造が両輪となった芸術・文化活動を推進するためにも、芸術文化にふれ

る機会を提供する必要がある。 

 

改 

善 

方 

策 

町民ニーズをふまえた上で、質の高い芸術文化作品の鑑賞機会の提供に努める。 

青少年が芸術文化に触れる機会の拡充に努める。 

カルチャー教室、各種体験事業、ワークショップなどの実施により、芸術・文化

に親しむ機会の提供に努める。 

文化連盟を始め、各種文化団体の活動を支援する。 

芸術文化奨励事業補助等制度の活用促進に努める。 

学習の成果を活かす場として、町民ギャラリーや総合文化祭等の活用に努める。 

芸術・文化事業の情報提供に努める。 

道や他市町村、北海道文化財団等の関係機関との連携を図る。 

文化連盟、芸術鑑賞団体、各種文化団体と連携し、芸術文化の振興に努める。 

№ ８ 事業名 博物館・文化財保護活動 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

ふるさと館ＪＲＹ・郷土館については、収蔵資料の整理を進め、適正な保存に努

めてまいります。 

また、本年度も学校教育との連携による体験型学習プログラムの提供や展示など

を継続し、町民が歴史文化に触れる機会を提供してまいります。 

文化財については、遺跡を保護し、次世代に伝えていく必要があります。 

平成３０年度より実施している北海道指定史跡「シブノツナイ竪穴住居跡」の発

掘調査を継続し、専門家による調査検討委員会の開催、出土資料の科学分析などを

行い、遺跡の範囲や年代などについて確認してまいります。 

事

業

内

容 

１ 文化財保護の実施 

（１）埋蔵文化財の保護 

（２）自然関連文化財の保護 

２ 博物館資料の整理・保管・展示・収集の実施 

３ 博物館調査研究の実施  

４ 博物館教育の実施 

（１）研修・学校授業の実施  

（２）博物館講座の実施 

 

事

業

成

果 

 

１ 文化財保護の実施 

(１) 埋蔵文化財調査 

  道指定ながら詳細が不明である「シブノツナイ竪穴住居跡」の調査のため、 

町主体の発掘調査・科学分析を実施し、情報の収集を行った。 

 開発行為に伴う埋蔵文化財の保護活動として、開発事業者との事前協議等を実 
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事

業

成

果 

 

施した。 

(２) 自然関連文化財の保護 

  アッケシソウ群落は経過観察として写真記録を実施した。 

２ 博物館資料収集・整理・保管・展示の実施 

  収蔵庫の管理と保管資料の状況確認、郷土史理解のために重要な資料の選別と 

整理、資料寄贈への対応等を行った。 

・シブノツナイ竪穴住居群出土資料の整理を行った。 

・旧芭露小学校体育館の収蔵の準備作業を行った。 

・シブノツナイ竪穴住居群調査速報展を実施した。 

・文化庁主催「発掘された日本列島 2023」に湧別シブノツナイ竪穴住居跡とそ

の発掘に関する情報を提供。山梨県：9/17～10/29、長崎県対馬：11/11～1/8、

奈良県：1/20～2/11 

３ 博物館調査研究の実施 

・紋別市「環オホーツク文化のつどい」にて、シブノツナイ竪穴住居群につい

て発表した。 

  ・遠軽地区教頭会 研修会において講演を行った。 

・新赴任教員用資料更新増補を行った。（遺跡のミカタ、湧別町の過去と現代） 

４ 博物館教育の実施 

(１) 研修・学校事業の実施 

   博物館が持つ過去の生活情報の内、日常生活に活用できるものを体験学習 

化し、町内学校の授業及び各種研修会に歴史学習の機会を提供した。 

学芸員による出張授業を実施した。 

(２) 遺跡調査報告会の実施 

令和 5 年度 発掘調査成果報告会 参加 40 名 

課 

題 

埋蔵文化財では町内に所在が確認されている埋蔵地が５７ヵ所あり、自然文化財

では北海道指定文化財のアッケシソウ群落がある。これらの文化財を次世代に確実

に渡すための方策を立案・実行する必要がある。 

郷土の歴史資料は、安定的な保管方法を確立する必要がある。また、それらの公

開方法も検討する必要がある。 

教育活動においては効果的な展示方法及び学習効果の高い普及活動を研究し実施

する必要がある。 

 

 

 

 

改 

善 

方 

策 

 

 

 

 

１ 文化財保護の実施 

次世代へとつなぐために埋蔵文化財の保護環境の整備に努める。 

アッケシソウ群落の保護のため、塩生植物の経過観察に努める。 

２ 博物館資料収集・整理・保管・展示の実施 

収蔵している石器、土器類の分類整理を進め、湧別地区の先史文化の調査研究 

を行う。 

郷土館において、先史の展示の充実に努める。 

収蔵資料の系統的分類整理を進め活用に備える。 

資料の長期的、安定的保存のために保存環境を整える。 

収蔵資料の安定的確保のために常設展示での収蔵展示を進める。 
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改 

善 

方 

策 

次世代を担う子どもたちに理解しやすい展示づくりを行う。 

３ 博物館調査研究の実施  

埋蔵文化財保護活動を充実させるため、町内遺跡に関する調査研究を進める。 

日常生活への応用が可能な資料に関する調査研究を進めて、展示・教育普及活動 

へ活用する。 

学会や研修会への参加など、学芸員の専門性・教育力を高めるための機会を拡 

充する。 

４ 博物館教育の実施 

文化財（埋蔵文化財・記念物）を知る機会提供に努める。 

博物館学習の内容充実に努める。 

出張学習の内容充実に努める。 

広報を活用し、博物館活動の周知に努める。 

№ ９ 事業名 図書館活動振興事業 担当課 社会教育課 

執

行

方

針 

図書館については、学習活動の重要な拠点であります。そのため、本の購入、展

示、質問への対応などの図書館機能の充実に努めてまいります。 

子どもの読書活動を推進する取り組みをまとめた計画である「子どもの読書活動

推進計画」は本年度から第２次計画がはじまります。この計画に基づき、ブックス

タート事業、学校図書支援、移動図書館車運行、さらには各ボランティアとの協働

による読み聞かせ会などの読書機会の提供を行い、読書普及活動の推進に努めてま

いります。 

事

業

内

容 

１ 図書館資料の収集、整理、保存、利用者への読書案内、及び図書等の貸し出し

の実施 

２ 各種事業の実施 

３ 各種機関、団体との連携、協力 

事

業

成

果 

１ 図書館資料の収集、整理、保存及び図書等の貸し出しの実施 

図書館資料の収集選定方針及び除籍基準により、蔵書管理を行い、町民の読書

要求に応え、貸出や情報提供を実施した。 

蔵書冊数 １４７，３０９冊（中湧別７７，８９１冊、湧別６９，４１８冊） 

貸出冊数  ５４，１０４冊（図書５３，６３２冊、視聴覚 ４７２点） 

２ 各種事業の実施 

ブックスタート関連事業、特別展示の開催や、郷土資料のデジタル化を行い読

書に親しむ機会を提供した。９月から中湧別図書館「読み聞かせ会」を開始した。 

３ 各種機関、団体との連携、協力 

学校図書館用図書の選定協力や、蔵書管理を補助し、児童生徒の読書推進活動

を行った。リーディング倶楽部たんぽぽが文部科学大臣表彰を受けた。 

課 

題 

あらためて読書の重要性が見直され、読書活動を支える社会基盤として「図書館

が果たす役割」が重視されている。 
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改 

善 

方 

策 

町民の読書傾向をふまえ、中湧別図書館と湧別図書館を特徴付けた選書を行い、

新鮮な図書を購入する。 

中湧別・湧別２館それぞれが持つ特徴を活かした展示等を行う。 

ネットワークを活用した読書環境を整備する。 

郷土資料のデジタル化を行い、インターネットで公開する。 

適切な移動図書館車運行を実施し、町内全域に向けて読書活動を推進する。 

学校をはじめとする教育施設や保育・福祉施設との連携を図る。 

子どもの読書活動推進計画により、子どもたちの読書環境を整備する。 

図書館ボランティアとの連携強化に努める。 



-
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5 
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事
業
実
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（２）令和５年度社会教育事業の実績表 
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５ 外部評価 

 

（１）学識経験者 

氏   名 所   属   等 

尾山  弘 元 湧別町教育委員会 教育総務課長 

 

（２）聴取日 

   令和６年８月２１日（水） 

 

（３）主な意見 

令和５年度の「教育委員会点検・評価報告書」は、令和５年度湧別町教育

行政執行方針に掲げられた内容に基づき、主要な事業ごとに適切に整理区分

され、事業内容や成果、課題や改善方策がまとめられており、１年間、目標

を達成するため、方針に沿って事業が適切に行われていたことが窺えます。 

令和４年度まで大きく影響を受けていた新型コロナウイルス感染症によ

る事業の中止や縮小もほとんどなくなり、コロナ禍前の教育活動ができた印

象を受けます。今後、この評価をさらに検証し、学校教育や社会教育におい

て、地域住民のニーズに応じた教育の振興のためご尽力されるよう期待しま

す。 

    

ア）教育委員会の活動状況について 

   教育委員会は独立した行政機関として教育長と４名の教育委員による慎

重審議が行われ、定期的に会議が開催されており、適正にその機能を果たし

てきたものと認められます。 

   審議状況を見ますと、法令又は条例に基づく委員等の任命に関すること

や法規たる性質をもつ教育委員会告示、規則・規定の改正に関することが多

く審議され、各種委員会委員の委嘱等が適切に行われたこと、また、国の制

度改正や社会の実情に合わせ、関係条例等の改正について十分な協議がな

されたことが窺い知れます。 

   教育委員会会議以外では、各種行事に参加されており、また、学校訪問で

現場の状況を把握されるなど、積極的に活動されていると判断できます。 

 

イ）学校教育について 

   令和５年度は小中一貫教育の推進を進めてこられたことがわかります。

令和５年４月に開校した湧別地区義務教育学校の体育館増築工事をはじめ、

上湧別地区義務教育学校の開校に向け、校舎の増築工事を行ったほか、開設
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準備委員会や開校準備委員会において開校に向けた準備を進められている

ことは大変評価できます。引き続き、町内３校目となる義務教育学校の開校

に向けて取り組まれることを期待します。 

   学力向上については、「湧別町型学校力向上事業」や主体的・対話的な深

い学びを充実させる研究会等の開催、指導室と学校の連携など、様々な学力

向上施策や事業を行い、授業改善や改革を行ってきたことがわかります。全

国学力学習状況調査では、小学校が国語で全国平均を上回ったものの、中学

校では残念ながら全国平均を下回る結果となったようですが、引き続き、基

礎学力をつける取組や主体的で探求的な学びに取り組み、学力向上、指導力

向上に向けての取り組みを進めることを期待します。 

   ＩＣＴ教育については、教員主導の「湧別町ＩＣＴ教育推進委員会」が中

心となり、各学校で着実に活用の機会が増加しているようであり、今後も実

践的な端末の活用方法の研究が図られることを期待します。 

   中高一貫教育推進事業については、平成１７年度から実施されてきてお

りますが、事業の方向性を見直し、令和６年度から「主体的・対話的な教科

学習」と「地域と連携した探究的活動」を新たな柱として進めていくことと

なったことについては、今後更なる中高一貫教育の推進が図られますこと

を期待します。 

   湧別高校存続対策事業では各種補助事業が行われ、保護者の経済負担軽

減や学力向上、部活動の推進に適切に支援が行われており、湧別高校進学へ

の対策に効果があったと考えられます。また、令和５年度に新設された部活

動に対し、活動環境の整備を図られており、引き続き入学者の確保に繋がる

ような支援を期待します。 

 

ウ）社会教育について 
社会教育振興事業では、「家庭教育」「青少年教育」「成人教育」「高齢者教

育」の各世代別のニーズに対応した事業や各種団体運営支援を通じて町民の

自主的な学習活動を推進する事業が実施されていたと思います。 

青少年教育においてのリーダーの養成を行ったことや、高齢者教育におい

て新規事業が実施されたことは仲間づくりや新たな体験活動の提供に効果

的であったと考えます。 

社会教育施設については、計画的に整備が行われており、町民が安全安心

に施設を利用できよう管理がされております。 

スポーツ活動振興事業では、４年ぶりに１００ｋｍウルトラマラソン大会

が開催され、また、チャレンジデーなどの町民がスポーツに親しむ機会の提

供と健康を維持・増進する支援が行われています。 

芸術文化振興事業では、文化連盟や団体の補助、自主的活動推進を支援し
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たほか、各世代向けの事業を実施し、多くの町民が芸術文化に触れる機会が

提供できています。特に、小学生や一般向けの体験事業や教室を開催するこ

とにより、参加者が文化活動に参加し、発想力・想像力を養う一助になって

います。これからも生活を潤す芸術・文化に親しむ機会を提供し、文化意識

の高揚が推進される取組を期待します。 

博物館・文化財保護活動では、「シブノツナイ竪穴住居跡」の発掘調査が

継続して行われ、情報の収集及び資料の整理、調査研究の発表などが実施さ

れています。また、博物館が持つ情報を活用し、学校の授業や研修会、出張

授業を実施したことは大変有益なことと思います。 

図書館活動振興事業では、適切に資料の収集、整理、図書の貸し出し、管

理が行われています。また、第２次「湧別町子どもの読書活動推進計画」に

基づき、ブックスタート関連事業や、特別展示、郷土資料のデジタル化など

も実施されており、読書に親しむ機会が提供されています。 

  

エ）まとめとして 

教育委員会は、各種多様な事業を展開・活動しており、町民からの要望も

多くあるところであります。多くの教育課題解決や幅広い町民ニーズへの検

討、事業の充実に向けて日々努力されていることに、敬意を表します。 

少子高齢化が進み、個々の価値観が変化しつつある現代では柔軟な発想が

求められ、また、関係機関との連携も必要であります。学校、地域、行政が

一体となり、湧別町の教育がますます発展するための取り組みを期待します。 

教育委員会においては、この点検・評価の内容を十分に精査するとともに、

これまでの取り組みを継続して実施されること、または改善方策を反映し、

ますます湧別町の教育の推進のために努力されることを期待します。 
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６ 参考資料 

 

令和５年度 

湧別町教育委員会教育行政執行方針 

 

令和５年第１回湧別町議会定例会の開会にあたり、教育委員会の所管行政に

関する主要な方針を申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染症が人々の生活に大きな影響を与えたことにより、

人工知能や仮想空間技術など既存の価値観や枠組みを覆す革新的な情報技術の

利用が進み、私たちの社会生活に大きな変化をもたらしております。 

このような背景の中で求められる教育の使命は、どのような社会変化にも柔

軟に対応しつつ、未来を自ら判断し行動できる「生きる力」を備え、社会に活か

すことのできる人材育成であります。 

 

教育委員会といたしましては、学校教育の柱を「知」・「情」・「意」・｢体｣・「郷

土」と定めて、子どもたちに、確かな学力、豊かな人間性、自らを律する心、健

康と体力、郷土を愛し守る心をバランスよく育ててまいります。 

社会教育にあっては、基本理念を「ふるさとを知り、ふるさとを好きになり、

ふるさとを守り育てる」と定め、町民一人ひとりが、心の豊かさや生きがいをも

ち生活するために、いつでも、どこでも、だれもが学ぶことのできる生涯学習社

会の実現に努めてまいります。 

このような考えのもと、湧別町の教育目標を 

１ 社会に参画できる実践的な能力をはぐくむ 

２ 自他を尊重し、ともに支える豊かな心をはぐくむ 

３ 自らを律し、自ら行動する積極的な心をはぐくむ 

４ 健やかな体と生命を尊ぶ心をはぐくむ 

５ 自然・環境を守り、伝統と文化を尊重し、郷土を愛す 

 る態度をはぐくむ 

５つの教育目標を制定し、令和５年度に取り組む重点施策について申し上げ

ます。 
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第一は、「小中一貫教育の推進について」であります。 

優れた教育環境を確保するため、町内全域で小中一貫教育の導入を進めてお

り、本年度は湧別地区に本町２校目となる義務教育学校「ゆうべつ学園」を４月

に開校させるとともに、前期課程用の屋内体育館を建設いたします。 

また、上湧別地区については、４つの小学校と１つの中学校を廃止して施設一

体型義務教育学校を令和７年４月に開校することといたしました。このため校

舎は上湧別中学校を活用して整備することとし、本年度から２か年で増築校舎

を建設し、既存校舎の改修工事を令和６年度に実施してまいります。 

 

第二は、「学力向上の取り組みについて」であります。 

 全国学力・学習状況調査の結果が全国平均並みとなっており、これまで実施し

た湧別小学校を核とした「湧別町型学校力向上事業」の効果が表れております。 

 また、北海道大学大学院教育学研究院の支援により中学校での「学びの共同体」

の授業スタイルによる学力向上を進めております。 

 本年度は、これらを全ての学校に普及させるため「湧別町学校力向上プラン」

を作成し、これを各学校と連携することで、町内全体の学力向上を図ってまいり

ます。 

 

第三は、「ＩＣＴ教育について」であります。 

令和３年度から利用開始したＧＩＧＡスクール・タブレットパソコンは、日常

的に授業で活用しているほか、複式学級の授業での活用や他校とのオンライン

授業、あるいは新型コロナ感染症でのオンライン授業など、さまざまな場面で利

用が進んでおります。 

本年度は、各学校での利用実態を調査し、その中から特に学習効果が高い活用

方法を町内の全学校で情報共有し、ＩＣＴ機器の利活用を図ってまいります。 

 

第四は、「安全・安心な学校づくりについて」であります。 

新型コロナウイルス感染症の対策については、引き続き国の対応ガイドライ

ンや衛生管理マニュアルに基づく対策をとりながら、学校行事等の平常化を進

めます。また、オンライン授業やタブレット持ち帰りなど学びを止めない対策を

行ってまいります。 

登下校の安全確保については、「湧別町通学路交通安全プログラム」に基づき、

地域や警察・道路管理者と連携して安全確保に努めてまいります。 

本年度から法律改正により全ての自転車利用者を対象にヘルメット着用努力

義務化となるため、ヘルメット購入補助金の対象者を中学生まで拡大し、児童生

徒の安全確保を図ってまいります。 
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 第五は、「豊かな心と健やかな体の育成について」であります。 

豊かな心を育むため、道徳授業や集団生活のルールを指導するとともに、運動

の習慣化や規則正しい生活、スマートフォンやゲーム依存の防止なども指導す

ることで、心と体が調和した優れた人格形成を図ってまいります。 

いじめや不登校については、早期発見と素早い対応に努め、家庭や関係機関と

連携して早期解決を図ってまいります。 

 

第六は、「特別支援教育について」であります。 

支援を必要とする児童生徒個々に応じた支援を行うため、通級指導教室をゆ

うべつ学園に設置し、ここを拠点として他校へ教員が巡回して通級指導を実施

いたします。 

あわせて各学校に特別支援教育支援員を引き続き配置するとともに、関係機

関との連携を図り適切な支援を提供してまいります。 

 

第七は、「部活動の地域移行について」であります。 

国が進める部活動の地域移行は、学校教育の一環として行われてきた中学校

の部活動を社会教育として行う「地域クラブ活動」に移行するもので、少子化が

進むなか将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を

確保するものであります。 

国のガイドラインでは本年度から３年間の改革推進期間中に、休日の部活動

を地域移行することを目標にしておりますが、地域移行が難しい場合は、学校部

活動を継続しつつ外部人材の導入による地域連携を進めることが求められてお

ります。 

このため、本町の地域移行のありかたについて、本年度から検討を開始いたし

ます。 

 

第八は、「中高一貫教育について」であります。 

町内中学校・義務教育学校後期課程と湧別高校で行う中高一貫教育は「キャリ

ア教育」を連携の柱として平成１７年度から実施しております。しかし地元中学

生の湧別高校への進学率が低く伸び悩んでおり、事業内容の見直しが必要とな

っております。 

そのため中学生にとって魅力ある中高一貫教育としなければなりません。 

このため、これまでのキャリア教育をベースとしながら、大学入試での総合型

選抜の対応や社会人としての地域参画力の育成など新たな視点を加えるなど、

本年度から中高一貫教育の見直しを行ってまいります。 

 

 第九は、「北海道湧別高等学校への支援について」であります。 
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湧別高校の魅力化と入学者数の増加を図るため、「北海道湧別高等学校存続対

策事業」を継続して実施してまいります。本年度は新たにソフトテニス部とｅス

ポーツ部を設置するため、これに必要なテニスコート整備費用を支援するとと

もに、ｅスポーツ部の活動場所とするため文化センターＴＯＭにゲーミングパ

ソコンを設置いたします。 

また、令和６年度から全国募集をするために必要な広報活動経費などに支援

を行ってまいります。 

 

第十は、「国際理解教育の推進について」であります。 

 外国語教育については、英語検定資格の取得をめざす「英検チャレンジ事

業」の対象学年を拡大して実施いたします。 

 また、友好都市であるニュージーランドのセルウィン町及びカナダのホワイ

トコート町と行っている中学生・高校生の交換留学事業と相互交流事業は、新

型コロナウイルス感染症の影響で３年間中止としておりましたが、本年度はニ

ュージーランドへの派遣を実施する予定であります。 

 

 第十一は、「学校給食センターの運営について」であります。 

 学校給食については、施設内の衛生管理を徹底し、地場産や北海道産の食材を

優先的に使用した栄養バランスの優れた給食を提供してまいります。 

 また、食育については、食の大切さや食に関する正しい知識と食習慣を身に付

けるための栄養教諭による指導を行ってまいります。 

 本年度の給食費については、賄材料費の高騰が続いておりますが、昨年同様に

据え置きとし 1 食当たり小学生２４７円、中学生２８５円で提供してまいりま

す。 

 

第十二は、「社会教育の振興について」であります。 

社会教育では、「人、自然、ふるさとから学び、地域とともに生きる」をテー

マとして、本年２月に策定し、本年度を初年度とする「第３次社会教育中期計画」

に基づき、町民の皆さんが地域で相互に学びあうことにより、豊かな人間性を育

み、その力を地域で発揮できるよう、それぞれの分野における取り組みを進めて

まいります。 

家庭教育については、すべての教育の原点であり、子どもたちの健やかな成長

を育む基礎となるものでありますが、近年、核家族化や地域でのつながりの希薄

化等を背景とした家庭教育における様々な課題が指摘されております。 

このため、子育ての悩みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしまうことの

ないよう、親子で気軽に集い、交流を図る機会として従来の家庭教育研修会の実

施方法を見直すとともに、子育て世代包括支援センターと連携を密にし、情報提
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供や相談体制の充実を図ってまいります。 

青少年教育については、小学校高学年を対象とした「湧ゆう湧くわく体験塾」

や「児童宿泊研修会」で、地域の人材を活用しながら、自然体験やスポーツ体験、

ボランティア活動などを行い、豊かな人間性を育み、コミュニケーション能力を

高めながら成長を促す取り組みを推進してまいります。 

また、少子化に伴い、子ども会の活動が年々少なくなってきていることから、

全町的な子ども会事業を実施する青少年指導センターを支援することで、地域

子ども会事業を補完するとともに、中高生リーダーの養成にも努めてまいりま

す。 

青年団体協議会は全町的な青年組織でありますが、会員不足などの課題も抱

えておりますので、職種を超えた仲間づくりや、地域の青年組織の結びつきを深

める自主的な取り組みに対して支援してまいります。 

成人教育については、成人期は、家庭はもちろんのこと、地域や職場、サーク

ルなどで中心的な役割や責任を担うとともに求められる時期でもあります。そ

のため学習領域も生活や職業上に加え、福祉や健康、地域活動など多岐にわたり

ます。 

このことから、「町民大学」や「ふるさと講座」などを開催している社会教育

関係団体への支援のほか、生涯学習振興奨励事業補助金により、自ら企画実施す

る自主事業を支援するとともに、町民の学習機会の充実に努めてまいります。 

高齢者教育については、令和４年度から実施している活動意欲の高いアクテ

ィブシニアをターゲットにした３か月ごとの短期学習事業の拡充を図るととも

に、「チューリップ生きがい大学」での学習と交流機会の提供を継続し、高齢者

の学びを支え、生きがいのある充実した生活につなげていただけるよう支援し

てまいります。 

社会教育施設については、生涯学習活動の拠点となる施設でありますので、指

定管理者と連携を密にしながら、町民が気持ちよく利用できる施設の管理運営

に努めるとともに、安心安全に利用できるよう計画的な整備を図ってまいりま

す。 

文化センターＴＯＭでは、木材を活用したオリジナルのテーブルやパーテー

ション、椅子等を製作・設置することで、木のもつ優しさ温かみを最大限に生か

し、町民が気軽に集い、楽しく過ごせるよう、憩のスペースとして整備してまい

ります。 

文化センターさざ波では、大ホールの舞台吊物装置について、老朽化に伴う故

障や事故を未然に防ぐため、計画的な改修整備を実施いたします。 

五鹿山スキー場では、オホーツクコース沿いの樹木の一部を伐採し、ゲレンデ

を拡幅することで、利用者の安全を確保し、利便性を図ってまいります。 
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第十三は、「スポーツの振興について」であります。 

心身ともに健康な生活を営むためには、生涯にわたって誰もが体力や年齢に

応じてスポーツや運動に親しむことが大切であります。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で３年間中止を余儀なくされた

「サロマ湖100kmウルトラマラソン」や「上野カップ少年少女柔道大会」など

のスポーツ大会のほか、住民参加型イベント「チャレンジデー」を開催し、町民

の健康増進や生涯スポーツの推進に努めてまいります。 

体育協会をはじめスポーツ少年団などの団体育成につきましては、「五鹿山マ

ラソン大会」や「町民スケート大会」など活動の支援を図るとともに、スポーツ

指導者の育成に努めてまいります。 

また、体育館を活用して利用者個人に合ったトレーニング指導や運動教室を

通じて、気軽に運動に親しむきっかけづくりに努め、町民の体力づくり、健康づ

くりの推進に努めてまいります。 

 さらに、各種団体活動や少年団活動において優秀な成績を収め、全道大会など

へ出場する際の支援について、継続的に実施してまいります。 

 

第十四は、「芸術文化の振興について」であります。 

芸術文化は、人の感性を豊かにし、日々の生活に潤いをもたらすとともに、地

域や町民の連帯感を深めるうえで大きな役割を果たすものであります。 

本年度においても、子どもから大人まで幅広い年代に対して優れた芸術文化

に触れる機会を提供するとともに、「良いもの見よう聞こう会」などの町民有志

団体により、芸術性だけでなく娯楽性に富んだ芸術鑑賞会を企画実施いただい

ておりますので、今後もこれらの団体の支援に努めてまいります。 

また、本年度から取り組む「eスポーツ」について、文化センターＴОＭ内に

設置する専用機器を活用して小中学生向けのeスポーツ講座を開催し、新しい生

活文化に接する機会を提供してまいります。 

また、文化連盟をはじめとする文化サークルの活動を継続的に支援し、豊かな

人間性を育む芸術文化の普及振興に努めてまいります。 

 

第十五は、「博物館及び文化財保護活動について」であります。 

ふるさと館ＪＲＹ・郷土館については、収蔵資料の整理を進め、適正な保存に

努めてまいります。 

また、本年度も学校教育との連携による体験型学習プログラムの提供や展示

などを継続し、町民が歴史文化に触れる機会を提供してまいります。 

文化財については、遺跡を保護し、次世代に伝えていく必要があります。 

平成３０年度より実施している北海道指定史跡「シブノツナイ竪穴住居跡」の

発掘調査を継続し、専門家による調査検討委員会の開催、出土資料の科学分析な
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どを行い、遺跡の範囲や年代などについて確認してまいります。 

 

第十六は、「図書館活動の振興について」であります。 

図書館については、学習活動の重要な拠点であります。そのため、本の購入、

展示、質問への対応などの図書館機能の充実に努めてまいります。 

子どもの読書活動を推進する取り組みをまとめた計画である「子どもの読書

活動推進計画」は本年度から第２次計画がはじまります。この計画に基づき、ブ

ックスタート事業、学校図書支援、移動図書館車運行、さらには各ボランティア

との協働による読み聞かせ会などの読書機会の提供を行い、読書普及活動の推

進に努めてまいります。 

 

 

 以上、令和５年度の教育委員会の所管行政に関する執行方針を申し上げま

した。 

 教育委員会では、町民が生涯学びつづける環境づくりのため、一丸となり教

育振興に取り組みますので、町民の皆さま及び町議会並びに教育関係者のご理

解とご協力を心からお願い申し上げます。 
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湧別町教育目標 
１ 社会に参画できる実践的な能力をはぐくむ 

２ 自他を尊重し、ともに支える豊かな心をはぐくむ 

３ 自らを律し、自ら行動する積極的な心をはぐくむ 

４ 健やかな体と生命を尊ぶ心をはぐくむ 

５ 自然・環境を守り、伝統と文化を尊重し、郷土を愛する態度をはぐくむ 

 

（平成 24 年 2 月 21 日制定） 

 

 

湧別町学校教育目標 
１ 自ら学んで、知性を高め、正しく判断する子どもを育てる 

２ 思いやりの心を持って、お互いに協力する子どもを育てる 

３ 忍耐力と自律の心を持ち、進んで行動する子どもを育てる 

４ 健やかな心身を持ち、自他の生命を尊重する子どもを育てる 

５ ふるさとに学び、ふるさとを愛する子どもを育てる 

 

（平成 24 年 2 月 21 日制定） 

 

 

湧別町社会教育目標 
１ 自ら学び、地域に生かせる人を支える 

２ 他人を思いやる、あたたかく豊かな心の人を支える 

３ 人と人とのつながりを深める人を支える 

４ 健やかな心と体をめざす人を支える 

５ ふるさとを知り、愛する人を支える 

 

（平成 25 年 3 月 2８日制定） 

 

 


